
事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ６ 月 2 1 日 

公益社団法人全日本病院協会 御中 

厚 生 労 働 省 医 政 局 

医療経営支援課医療法人支援室 

医療法人に関する情報の調査及び分析等について（ご協力依頼） 

日頃より、厚生労働行政についてご理解・ご協力いただきありがとうござい

ます。 

これまでも制度創設に向けてご協力いただいておりました標記につきまし

て、令和５年５月 19 日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度

を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 31

号。以下「改正法」という。）により、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）が改

正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和５年

８月１日より施行されることとなりました。 

改正法施行後は、令和５年８月に決算期を迎える医療法人から病院及び診療

所の経営等の情報を報告いただき、データベースとして蓄積し、今後の医療を

取り巻く課題に対応する政策の企画・立案に活用するとともに、国民の理解に

向けた丁寧な説明のため活用していくこととしております。 

今後、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）の改正等を進めること

としておりますが、予めご連絡申し上げます。引き続きご理解・ご協力いただ

きますとともに、貴会会員の皆様にもご周知いただきますようお願い申し上げ

ます。 

特に「医療従事者等の職種別の給与等」については、医療法人の実情により

任意にて報告いただく予定である一方、参議院厚生労働委員会から改正法案に

対する附帯決議として、「医療・介護従事者の適切かつ的確な処遇改善を図る

観点から、職種別の給与情報が可能な限り報告されるよう必要な取組を進める

こと」とされており、政府としても重要であると認識しており、より多くの医

療法人の皆様にご協力いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

資料１：医療法人・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等 

資料２：全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第 31 号。医療法関係部分抜

粋。） 

資料３：全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和５年５月 11 日参

議院厚生労働委員会） 

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/
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医療法人・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等

医療・介護の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し、政策の企画・立案に活用するとともに、国民に
対して丁寧に説明していくため、①医療法人・介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集し
た情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表、③医療法人に関するデータベースの
情報を研究者等へ提供する制度を創設する。
【施行日：①及び②（医療）令和５年８月１日（介護）令和６年４月１日 ③は公布日から三年以内に政令で定める日】

【データベースの概要】

• 対象：原則、全ての医療法人・介護サービス事業者
• 収集する情報：病院・診療所及び介護施設・事業所における収益及び費用並びに、任意項目として職種別の給与（給料・賞
与）及びその人数

※病床機能報告・外来機能報告等と連携させるとともに、データの活用に当たっては、公立医療機関の経営情報などの公開情報及び、必要に応じて統計調査も
活用した分析等に取り組む。

• 公表方法：国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表

都道府県

・データベースの整備
・経営状況の把握・分析
・研究者等への医療法人に関するデータ提供

医療法人・介護サービス事業者

報告

報告・提供

経営情報を
都道府県に報告

情報提供の求め
国

民

分かりやすくなるよ
うグルーピングした
分析結果を公表

国（厚生労働省）

G-MIS

医療法人については
独立行政法人福祉医
療機構に業務を委託

① 医療法人・介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知

事に報告。

② 都道府県知事は、医療法人・介護サービス事業者の活動状況等に関する調査及

び分析等を行い、厚生労働大臣にも報告。

③ 厚生労働大臣は、医療法人・介護サービス事業者に関する情報のデータベース

を整備し、経営状況の把握・分析、結果の公表。
④ データベースに記録された医療法人に関する情報については、研究者が行う学
術研究等にも提供可能。

収集する内容は

省令以下で規定

※介護については
システムを新規構築
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全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）
【
令
和
五
年
八
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
六
章

医
療
法
人

第
六
章

医
療
法
人

第
十
節

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
六
十
九
条

（
新
設
）

の
二
・
第
六
十
九
条
の
三
）

第
六
十
九
条

（
略
）

第
六
十
九
条

（
略
）

第
十
節

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等

（
新
設
）

第
六
十
九
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療

（
新
設
）

を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る

医
療
法
人
の
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
、
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

２

医
療
法
人
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療

所
ご
と
に
、
そ
の
収
益
及
び
費
用
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
法
人
の
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
当
該
整
理
し
た

情
報
の
分
析
の
結
果
を
国
民
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
通
じ
て
迅
速
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必

要
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
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る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
医
療
法
人
の
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に
応
じ

て
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

（
新
設
）

収
集
及
び
整
理
並
び
に
分
析
の
結
果
の
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一

部
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

医
療
法
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
六
章

医
療
法
人

第
六
章

医
療
法
人

第
十
節

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
六
十
九
条

第
十
節

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
六
十
九
条

の
二
―
第
六
十
九
条
の
八
）

の
二
・
第
六
十
九
条
の
三
）

第
六
十
九
条
の
二

（
略
）

第
六
十
九
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
法
人
の
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
法
人
の
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
当
該
整
理
し
た

で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
当
該
整
理
し
た

情
報
（
以
下
「
医
療
法
人
情
報
」
と
い
う
。
）
の
分
析
の
結
果
を
国
民
に
イ

情
報
の
分
析
の
結
果
を
国
民
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
通
じ
て

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
通
じ
て
迅
速
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必

迅
速
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す

要
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

第
六
十
九
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範

（
新
設
）

囲
内
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
か
ら
の

委
託
に
応
じ
、
医
療
法
人
情
報
を
利
用
し
て
、
医
療
法
人
情
報
を
利
用
し
て

行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
及
び
統
計
的
研

究
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
六
十
九
条
の
七
及
び
第
六
十

九
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
「
統
計
の
作
成
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
の
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

（
新
設
）

よ
り
、
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
資
す
る
調
査
、
学
術
研
究
又
は
分
析
そ
の

他
の
医
療
法
人
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
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を
有
す
る
調
査
、
学
術
研
究
又
は
分
析
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又

は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
者
に
医
療
法
人

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
を
提
供
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
五

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
の
提
供
を
受

（
新
設
）

け
た
者
は
、
当
該
医
療
法
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の

他
の
当
該
医
療
法
人
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
六

第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報

（
新
設
）

の
提
供
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
者
の
行
う
当
該
医
療
法
人
情
報
に
係
る

調
査
、
学
術
研
究
若
し
く
は
分
析
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ

た
者
は
、
当
該
医
療
法
人
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
医
療
法
人
情
報

の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

第
六
十
九
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

よ
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理
並
び
に
分
析
の
結
果
の
提
供
、
第
六
十
九
条
の

収
集
及
び
整
理
並
び
に
分
析
の
結
果
の
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一

三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
並
び
に
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定

部
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
独
立
行

政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
次
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
の
八

第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託

（
新
設
）

を
す
る
者
及
び
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
の

提
供
を
受
け
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国

（
前
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
機
構
が
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
統
計
の
作
成
等
及
び
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
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人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
）

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県

そ
の
他
の
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
た
め
に
特
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
機
構
の
収
入
と

す
る
。

第
八
十
五
条

（
略
）

第
八
十
五
条

（
略
）

第
八
十
五
条
の
二

第
六
十
九
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
医
療
法
人
情
報

（
新
設
）

の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
医
療
法
人
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知

ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
八
十
五
条
の
三

前
条
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し
た

（
新
設
）

者
に
も
適
用
す
る
。
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄） 

令和五年五月十一日 

参議院厚生労働委員会 

 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講

ずるべきである。 

 

 

一～九 （略） 

 

十、 医療法人及び介護サービス事業者の経営情報に関するデータ

ベースの整備に当たっては、医療・介護従事者の適切かつ的確

な処遇改善を図る観点から、職種別の給与情報が可能な限り報

告されるよう必要な取組を進めるとともに、当該情報に係る本

法施行後の報告状況を勘案しながら、将来の報告義務化を含め

た対応を検討すること。また、当該データベースの報告対象と

なる医療法人及び介護サービス事業者に過度な事務負担が生じ

ないよう、負担軽減策もあわせて講ずること。 

 

十一～十六 （略） 

資料３ 




